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【判例】 

 

 

事件の表示 

 

事 件 名 雇用関係不存在確認等請求本訴、同反訴、 

法 260条 2項の申立控訴、附帯控訴事件   

事 件 番 号 平成３０年（ネ）第１９６４号 

平成３０年（ネ）第３１５１号        

決   定 東京高等裁判所判決 

平成３０年１０月２４日 

 

 

事件の概要 

 

Ｘ（日本法人。原告兼反訴被告・被控訴人兼附帯控訴人）

がＹ（日本国籍。被告兼反訴原告・控訴人兼附帯被控訴人）

に対し、両者間の有期労働契約が期間満了により終了した

として、労働契約上の義務を負担しないことの確認等を求

め（本訴）、ＹがＸに対して、労働契約上の権利を有する地

位にあること等を求めた（反訴）事案 

原審（さいたま地判平成３０･３･２３）が、本訴請求の一

部を認容、その余の請求を却下または棄却したため、Ｙが

控訴を、Ｘが附帯控訴を提起した。 

 

 

判  旨 

 (準拠法の点に

ついての抜 粋 ） 

  

Ｙの控訴・追加請求をいずれも棄却。Ｘの附帯控訴のうち

一部認容、その余は棄却。 

「（ア）･･･本件労働契約は、我が国において締結されたも



 

 

 

のであり･･･、Ｙの勤務条件はＸの規程に従うと定めている

ところ･･･、任期制職員就業規定は、この規程に定めのない

事項については、労基法その他の法令の定めるところによ

る旨定めている･･こと、Ｘ及びＹは、本件労働契約に係る

勤務地について C 事務所に変更する予定であったのに、本

件労働契約締結時及び変更時のいずれにおいても、勤務地

の変更に伴い、本件労働契約を規律する法律を変更するか

否かについて別段の合意をしていなかったこと･･･が認め

られる。 

 そうすると、Ｘ及びＹは、本件労働契約締結当時、本件労

働契約が日本法により規律されるとの意思を有していたも

のと認められるから、本件労働契約の効力についての基準

法として、日本法を選択したと認められる。」 

 

「（イ）もっとも、通則法は、労働契約の効力について通則

法７条の規定による選択により適用すべき法が当該労働契

約に最密接関係地法以外の法である場合であっても、労働

者が当該労働契約に最密接関係地の法中の特定の強行規定

を適用すべき旨の意思表示を使用者に対し表示したとき

は、当該労働契約の効力に関しその強行規定の定める事項

については、その強行法規をも適用すると定める（１２条

１項）。そして、かかる規定の適用に当たっては、当該労働

契約における労務提供地法･･･が当該労働契約の最密接関

係地法と推定される（同条２項）。ＸとＹは、平成２２年９

月１日、勤務地をＤ本所として本件労働契約を締結したが、

同年１０月１日、本件労働契約を変更して勤務地をＣ事務

所としたこと･･･、Ｙは同日以降、主にＣ事務所において労

務を提供していたこと･･･が認められるから、Ｙの労務提供

地は、中国であるといえる。そうすると、通則法１２条２項

により、本件労働契約について、中国法が最密接関係地法

であると推定される。 

 しかし、･･･Ｘは、法律上、職員の給与等の支給の基準を

定める権限が与えられていること、･･･Ｘは、その権限の行

使を含む職員の労働条件の決定・管理等の事務を、埼玉県

市所Ｄ在の本部（主たる事務所）で遂行しており、本件労働

契約に関する事務についても同様であり、Ｃ事務所では行

っていないこと、その他、前記（ア）に示した諸事情とも併

せると、本件労働契約についての最密接関係地が中国であ

るとの推定は覆され、日本であると認められる。」 

 

 


